
申込先・問合せ
　知多南部消防組合消防本部　☎64-0119

9月 16日（土）
午前 9時～正午（3時間）
知多南部消防組合消防署
15人（申し込み順）
無料
9月 8日（金）

「目の前で倒れた人にあなたは何ができますか？」
勇気を出して、あなたから救命のリレーを始めましょう。

普通救命講習開催のお知らせ普通救命講習開催のお知らせ普通救命講習開催のお知らせ

実地日
場所
実施機関
定員

申込受付期間

申込方法

受講料

甲種：11月 30日（木）、12月 1日（金）の２日間　乙種：11月 30日（木）
愛知県美浜自然の家
（一財）日本防火・防災協会
50名

FAXもしくは、（一財）日本防火・防災協会のホームページでお申し込み下さい。
FAXの申込用紙は、（一財）日本防火・防災協会のホームページでダウンロードできます。
また、知多南部消防組合消防本部の予防課でも配布しております。

10月 5日（木）から 10月 12日（木）まで
FAXでのお申し込みは、午前 9時から午後 4時まで（土日、祝日は除きます。）

甲種８,000 円　乙種７,000 円

防火管理新規講習の開催について防火管理新規講習の開催について

問合せ　知多南部消防組合消防署　消防管理担当　☎64-0122(直通)

問合せ　知多南部消防組合消防本部　予防課　☎64-0121(直通)

救急救命協力施設の募集について救急救命協力施設の募集について

受講料
無料

　救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が応急手当を行うことは、救命に大きな効果があります。消
防署では「心肺蘇生法」や「ＡＥＤの取り扱い」、「止血法」を中心とした普通救命講習を開催します。大切な人の命を
救えるのは、目の前にいるあなたです。ぜひ、受講してください。

　消防法において、旅館、ホテル、病院、飲食店、店舗等で収容人員が 30人以上の施設、火災発生時に自力で避難す
ることが著しく困難な者が入所する福祉施設等で収容人員が 10人以上の施設並びに学校、工場、事務所等で収容
人員が 50 人以上の施設は、防火管理者の選任が義務付けられています。防火管理者の資格を取得するためには、
防火管理新規講習の受講が必要になります。受講を希望される方は、次のとおりお申し込みください。

　知多南部消防組合は、普通救命講習を多くの町民の方に受講していただき安心・安全な町づくりを推進するため、
管内の宿泊施設や AED 設置施設を対象に救急救命協力施設を募集しています。普通救命講習受講者が 3 人以上勤
務している施設が書類を申請することにより、消防署が交付する救急救命協力施設証を
施設に掲示していただくものです。ご協力よろしくお願いします。なお、詳しい内容につ
いては、下記担当課までお問い合わせください。

と き

と こ ろ
定 員
受 講 料
申込期限

令和5年度

とき ところ 定員 申込期限

9月16日（土）

12月9日（土）

令和6年3月9日（土）

午前9時～正午
（3時間）

知多南部
消防組合
消防署

各日にち
15人

（申込順）

9月8日（金）

12月1日（金）

令和6年3月1日（金）
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